
  

 
 

リソグラフ保守仕様書 

 

１ 契約期間 

  令和８年７月１日から令和１２年６月３０日まで 

  本案件は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４号の３の規定に基づく長

期継続契約とする。長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契

約を締結できるものであることから、本契約書には「翌年度以降において歳出予算の

金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解約又は変更することがで

きる。」旨の条項を盛込むものとする。 

 

２ 保守対象機器、設置場所、稼働状況 

 ⑴ リソグラフＳＦ９３９ 収納架台付 

 ⑵ 蒲郡市モーターボート競走場本場４Ｆ中央集計室（本場） ：４台  

   蒲郡市モーターボート競走場外向発売所（ボートウイング）：４台 

 ⑶ 本場          ：年間約２１５日 １日平均約２，５００枚（４台当たり） 

   ボートウイング：年間約３６０日 １日平均約５，５００枚（４台当たり） 

  ※天候等の関係で、日数の増減あり。 

 

３ 契約及び支払い方法 

  １ 契約期間に係る総額を契約額とし、支払いは月割りとする。 

 

４ 保守内容について 

  故障したリソグラフの訪問修理、または、交換対応 

 ⑴ 保守期間中、保守部品が供給可能な体制を取ること。 

 ⑵ 非純正部品や中古部品を使用するなどしてメーカーサポートを受けられない状態

にしないこと。 

 

５ 故障時の対応について 

 ⑴ 機器が故障した場合は、連絡から概ね１時間以内に対応し、正常な状態に回復さ

せること。 

 ⑵ 万一回復しない場合は、速やかに機器を交換すること。 

 ⑶ 本項⑴および⑵に示す修理、交換対応の都度、対応報告書を提出すること。 

 

６ その他 

 ⑴ 稼働中リソグラフの正常動作を保証し、通常業務に重大な影響を与えないこと。 

 ⑵ 当該保守に関して、万全の態勢で実施し、誠実に履行すること。 

 ⑶ 業務上知り得た秘密については、これを公にしてはならない。 

 ⑷ 本仕様書に記載のない事項、または記載事項に疑義が生じた場合は、その都度協

議するものとする。 


